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堆積土砂排除事業

自然災害により市街地に多量に堆積した土砂を市町村が排除する事業（補助率1/2、 他の法令により処理されるものを除く）

土砂崩落や河川はん濫等による
市街地の土砂堆積被害

※堆積土砂が放置されることが公益上重大な支障がある場合は
市町村による宅地からの搬出・直接排除も可能

住民等による搬出

市町村による直接排除※

市町村による、搬出・集積された
土砂の排除（収集・運搬・処分）
※処分に必要な分別作業等も
実施可能

市町村による搬出※

▼指定集積場所での収集

▼土砂の運搬・処分

市町村長が指定した場所へ
搬出集積された土砂

市町村に
よる排除

補助対象
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堆積土砂排除事業

宅 地 等
（下記以外）

道路、河川、公園
等

農地、公立学校
等

負担法等による
災害復旧事業

他省庁所管

【市街地における堆積】

災害廃棄物等

◆適用除外◆
①指定した場所以外に捨てられた土砂
②事業実施が確認できないもの
③自衛隊等が無償で実施したもの又は
他事業によって実施されたもの

搬出※ 集 積 場
(市町村長が指定) 処分場

排 除

補助対象

直接排除※

【事業範囲】
市町村の市街地※１における(a)～(c)のいずれかの場合において、市町村長が①又は②を排除する事業
（他の法令により処理されるものを除く） 【補助率1/2：起債充当率100%(交付税措置95%)】

※１ 都市計画区域内及び同区域外の集落地（独立した家屋が10戸以上隣接）
※２ 災害により発生した土砂の流入、崩壊等により堆積した異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等

(a)堆積土砂※２の総量が30,000㎥以上
(b)一団をなす堆積土砂が2,000㎥以上
(c)50m以内の間隔で連続する土砂が2,000㎥以上

①市町村長が指定した場所に搬出集積された堆積土砂
②市町村長が公益上重大な支障があると認めて搬出集積
又は直接排除された堆積土砂

※市町村長が公益上必要と認め直接実施する場合は補助対象
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堆積土砂排除事業

土砂混じりがれき 土 砂

流 木
市町村による一括撤去

がれき

国土交通省
(堆積土砂排除事業)

環境省
(災害等廃棄物処理事業)

○宅地内

○道路等公共施設内

土砂等 国土交通省
(災害復旧事業)

収集運搬

分 別

処 分

【財政支援】

➀宅 地 ⇔ 公 共 施 設：面積按分
②宅地内(土砂等⇔がれき)：重量按分

市町村が一括撤去するスキーム

土砂混じりがれき
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芦北町

球磨村

人吉市

八代市

津奈木町

天草市

錦町水俣市

山江村

あさぎり町

多良木町相良村

水上村

湯前町

天草市

五木村

宅 地
（民有地）

公共施設
（道路等）

国交省と環境省が
連携して、市町村に
よる地区単位での
一括撤去を支援

○事業実施状況（熊本県八代市坂本町地区）

土砂の堆積状況の把握及び被災自治体
に対し事業活用に向けた技術的助言等を
実施

令和2年7月 熊本県八代市役所

○９市町村で堆積土砂排除事業を活用（R2.12.1現在）
県 名 市 町 村 名

岐阜県 下呂市

福岡県 大牟田市

佐賀県 嬉野市

熊本県 八代市、人吉市、天草市、芦北町、津奈木町、球磨村

※下線の６市町は、環境省と連携を実施

○令和２年７月豪雨により、九州地方を中心に河川氾濫や土砂崩落等が発生し、宅地内やまちなかに土砂や廃棄物が
大量に堆積

○生活圏内からの土砂等の撤去は生活再建の第一歩であり、これを迅速に進めるため国土交通省と環境省が連携した一括
撤去スキームの活用など技術的助言等を実施し被災自治体を支援

○土砂、廃棄物撤去の連携

○被災自治体への本省職員派遣による技術的支援

事業実施前

道路 宅地

事業実施後

※費用は国交省と環境省が
按分し補助

主な被害状況(熊本県)
○被害が甚大であった熊本県では、多くの市町村で、大量の土砂等が堆積

人吉市温泉町地区

八代市合志野地区

芦北町田川地区

球磨村小谷地区

被災自治体への支援

事業活用事例

土砂等
（国交省）

土砂
（国交省）

廃棄物
（環境省）

堆積土砂排除事業の活用事例 （令和２年７月豪雨）
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堆積土砂排除事業の近年の実績

発生年 被災原因 被災地 箇所数 査定決定額

H24 九州北部豪雨 熊本県阿蘇市 等 10 ３億３千万円

H25 豪雨 等 岩手県盛岡市 等 ４ ３億２千万円

H26 豪雨 兵庫県丹羽市 等 ３ １億２千万円

H28 台風10号 岩手県岩泉町 等 ４ １億１千万円

H29 九州北部豪雨 等 福岡県朝倉市 等 ２ ２８億５千万円

H30
H30年7月豪雨、
北海道胆振東部地震

広島県広島市 等 １８ ９８億７千万円

R1
令和元年東日本台風
（台風19号） 等

栃木県佐野市 等 １６ ６８億２千万円

R2 令和２年７月豪雨 熊本県人吉市 等 １０ ７４億１千万円
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国土交通省都市局 

R3.5.14 

 

堆積土砂排除事業の留意事項について 
 

 

■ 本事業の対象は、豪雨や洪水などの災害により発生した土砂、泥土、砂礫、 

岩石、樹木等が該当します。 

  ※いわゆる自然由来のものが対象であり、がれきなど災害廃棄物は環境省の所管。 

   なお、環境省事業との連携によりがれき等と一括して撤去することも可能です。 

 

 

■ 事業の内容は 

「一の市町村の区域内の市街地※１
において災害により発生した土砂等の流入、崩

壊等により堆積した土砂の総量が、以下の（ａ）～（ｃ）のいずれかで、市町村が

①又は②を排除する事業 

 

※１ 市街地：都市計画区域内 及び 同区域外の人家、工場等の集落地※２ 

※２ 集落地：独立した家屋が10戸以上隣接している場合（1戸とは、１世帯が 

有している倉庫、納屋等を含む）を集落地とし、集落地に存する 

被災戸数が10戸以上の場合に事業対象となる。 

 

＜規模要件＞ 

（ａ）堆積土砂の総量が 30,000ｍ3以上 

（ｂ）一団をなす堆積土砂が 2,000ｍ3以上 

（ｃ）50ｍ以内の間隔で連続する堆積土砂が 2,000ｍ3以上 

 
※「30,000m3」「2,000m3」は、本事業が対象とするいわゆる宅地内だけの堆積土砂量

ではなく、道路や農地など他の法令で処理されるものも含んだ

市街地全体の堆積土砂量のことです。 

 

したがって、市街地全体の堆積土砂量が上記規模要件を満たせば、例えば、宅地内

の堆積土砂量が500m3であっても、本事業の対象となります。 

 

＜対象要件＞ 

① 市町村長が指定した場所に搬出・集積された堆積土砂 

② 市町村長が公益上重大な支障があると認めて搬出集積又は直接 

排除した堆積土砂 

 

 

R3.5.14都市安全課長 事務連絡 

「豪雨等により市街地に堆積した土砂の排除について（周知）」抜粋 
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■ 他の事業と連携した一体的な土砂等の排除が可能です 

   市街地に堆積した土砂等については、ガレキ等の災害廃棄物（環境省所管）が混在し

て堆積する場合があります。 

この場合、市町村がガレキや土砂等を一括して撤去できます。国庫補

助申請は、ガレキと土砂の重量比に応じて費用を按分し、それぞれ行います。（査定は

サンプリング調査により重量按分。精算は実績により重量按分。）  

 

 

■ 査定前着工が可能です 

   本事業は、査定前着工が可能です。 
   ただし、着工後に行う災害査定において、被災状況（堆積厚、範囲等）や事業実施状

況など事実確認が出来ないと復旧費用が措置できないため、写真等の撮影・収集、

計測等、記録の充実に努めてください。 

 

 

■ 災害査定での主な確認事項 （以下のポイントが確認できる資料を準備） 

 

①市街地（都市計画区域もしくは区域外の集落地）であるか 

 → 都市計画区域外においては、「10戸以上」が「隣接」する集落地か。 

 

②事業対象となる土砂量は適切に算定されているか 

→ 堆積厚から土砂量を推計する場合は、堆積範囲に対し適度なポイントで堆積厚が

計測されているか（偏らないこと）。痕跡の場合は、適切な高さをとっているか。 

→ 道路や農地等、他の法令で処理されるものは控除されているか。 

 

③堆積土砂量が規模要件を満たしているか 

→（事業対象土砂量のみでは規模要件を満たさない場合には）道路や農地等に堆積し

た土砂も含んだ市街地全体に堆積した総量が要件を満足することを確認。 

その算定は適切に行われているか。（②と同じ観点） 

 

④市町村長が指定した集積場であるか 

→ 通知文・チラシ・回覧板・ＨＰ等により集積場として周知されているか。 

 

⑤事業実施が確認できるか（ボランティアや他事業で実施されたものではないか） 

 → 搬出運搬や分別・処分等、市町村事業であることが確認できるか（写真、伝票等） 

 

 

 

■ 堆積土砂の推計方法について 

平成３０年６月２９日付事務連絡「堆積土砂排除事業において堆積土砂量を推計す

る際の留意事項について（通知）」（都市災害復旧事業等事務必携（R3.3版）P.62）を

参考にしてください。 
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■ 宅地内からの土砂・がれき撤去の事例ガイド 

   堆積土砂排除事業等をスムーズに実施いただくための参考資料として、これまでに

被災した市町村の対応状況を取りまとめた事例ガイドも参考としてください。                    

    事例ガイド掲載URL：http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000029.html 

 

 

■ 地方公共団体の財政負担 

堆積土砂排除事業 

①補助率：１／２（激甚災害の指定に伴い嵩上げされる場合があります。） 

  ②地方負担部分に対する起債充当率１００％、そのうち９５％について交付税措置 

以上から、地方公共団体の実質的な負担割合は２．５％（激甚災害の指定により国費

率が嵩上げされた場合は２．５％を下回る） 

※過年分の起債充当率は９０％となります。 
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堆積土砂排除を進める際のポイント 

 

○市街地に堆積した土砂の撤去は生活再建の第一歩   

 

土砂撤去の遅れ（ているように見えること）は社会問題化される懸念。 

 速やかに生活再建するためには、生活圏内からの土砂撤去完了が当面の目標。 

 

 被災者や地域に対して土砂撤去等の方針を示すことが重要。 

 ＜発災直後＞ 

・宅地内に堆積した土砂等の搬出先（集積場）を速やかに指定し、市町村

が回収処分することを地区内掲示、ＨＰ、行政無線等適宜の方法で周知

してください。 

・関連する事業（土砂と混在するガレキの処分等）も含めて、撤去作業を

具体にどう進めるか、自治体としての土砂等排除の進め方を被災者等に

明確に示すことが、現場作業の混乱を避け、復旧の効率化・迅速化につ

ながります。 

 ＜進捗した段階＞ 

・出来るだけ早い段階で生活圏内からの概ねの撤去完了時期を公表するな

ど、進捗状況や今後の見込みを広くお知らせすることも重要です。 

 

 市町村による直接排除※も積極的に活用。 （※直接排除の詳細は後述） 

・ボランティア等の人手が不足することにより、被災宅地からの搬出作業

が進まないことが想定されます。土砂が残存することが公益上の支障と

判断される場合は、市町村による直接排除を積極的に活用してください。 

・なお、直接排除の担い手の確保が困難な場合には、他地域の建設業者も

含めて確保した事例や、建設業以外の各種団体（例：森林組合、商工会 

等）へ委託した事例もあるので検討してください。 

 

 撤去した土砂の分別作業場等は、生活圏外が望ましい。 

・土砂量が多い場合やガレキ等の混入物が多い場合、分別作業から処分完

了まで相当の期間を要します。 

・回収した土砂等が生活圏内に残存し人目に触れる状況が長期にわたると、

復旧が遅れているという印象を与えるため、分別作業場・仮置場は生活

圏外に設けることが望ましいです。 

 

R3.7.5 都市防災対策企画室長 事務連絡 

「「堆積土砂排除を進める際のポイント」について」抜粋 

－ 9 －



○まちなかに堆積した土砂の排除を効率的に進めるために   

 

 住民等作業の負担軽減を図る。 

 →集積場を出来る限り被災宅地の近隣に指定する。 

・被災宅地から集積場までの距離が短いと、被災者やボランティアが行う

搬出作業の省力化が図れます。なお、集積場の指定場所・数に条件はあ

りません。例えば、各宅地の前面道路を集積場所として指定しても構い

ません。 

 →市町村が宅地の土砂を直接排除する。 

・堆積土砂排除事業は、市町村が行う集積場に搬出・集積された土砂の回

収、処分場等への運搬や処分に要する費用への補助を基本としています

が、堆積土砂が市街地に放置されることを市町村長が「公益上重大な支

障がある」と認め、市町村自ら宅地等の土砂を排除した場合も補助対象

となります。 

・「公益上重大な支障がある場合」とは、例えば、二次被害が懸念される場

合や、一般の交通、消防防災活動、公衆衛生、都市施設の機能に支障をき

たす場合等が挙げられ、これらに該当すると判断できれば幅広く活用で

きます。 

 

 仮置場を用意する。 

・集積場から処分場に一気に運び込めない場合、回収できない土砂が集積

場に滞留し、復旧作業の妨げになります。集積場の土砂を一旦別に仮置

く場所を用意し移動させ、住民等が行う集積場への搬出が常時可能にな

ります。 

 

○その他、参考資料   ※以下『 』は、「都市災害復旧事業等事務必携」に掲載 

 ＜堆積土砂量の推計方法について＞ 

・『堆積土砂排除事業において堆積土砂量を推計するにあたっての留意事項』 

・（資料-1）事業の対象となる堆積土砂量の推計方法（例） 

 ＜他事業との連携（一括撤去）について＞ 

・『公共土木施設及び宅地の堆積土砂等撤去の取扱について』 

・『堆積土砂排除事業及び災害等廃棄物処理事業が連携する場合においての国庫

補助申請に当たっての留意事項』 

 ＜事業活用した他市町村の対応事例＞ 

・（資料-2）「宅地内からの土砂・がれき撤去の事例ガイド」（紹介） 

－ 10 －



（https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001334502.pdf）

堆積土砂排除事業 （土砂・がれき撤去の事例ガイドの紹介）
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